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　基本構想に定める「九つのビジョン」を具体化す
るための政策を各分野において体系的に整理する
とともに、各分野における課題や施策の方向性な
どを明らかにします。

●基本計画について、より詳しく知りたい方は「世田谷区基本計画」（冊子版）をご覧ください。※ 区HP 208720 からもご覧になれます。

閲覧場所／区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、図書館、出張所、まちづくりセンター 

●販売（1500円（税込））も行っています。
販売場所／区政情報センター、総合支所区政情報コーナー

からもご覧になれます。

分野別政策

誰もが取り残される
ことなく生き生きと
暮らせるための
支援の強化

政策❶　子ども一人ひとりがのびやかに育つ環境づくり
政策❷　安心して子育てできる環境の整備　　政策❸　若者が力を発揮できる環境づくり子ども・若者

政策❹　新たな学校教育の推進　　政策❺　不登校支援の強化
政策❻　生涯を通じた学習の充実教育

政策❼　健康づくりの推進　　政策❽　福祉につながるネットワークの強化
政策❾　地域福祉の推進と基盤整備健康・福祉

政策�　安全・安心のまちづくり　　政策�　災害に強い街づくり災害・危機管理

政策�　持続可能な地域経済の実現経済・産業

政策�　文化・芸術の振興　　政策�　生涯スポーツの推進文化・スポーツ

政策�　魅力ある街づくり　　政策�　交通環境の整備
政策�　都市基盤の整備・更新都市整備

政策�　多様性の尊重　　政策�　地域コミュニティの促進人権・コミュニティ

政策�　脱炭素化の推進　　政策�　快適で暮らしやすい生活環境の構築
政策�　豊かな自然環境の保全・創出

環境・リサイクル・
みどり

基本構想に定める「九つのビジョン」
　基本構想（平成25年9月議決）は、基本計画の土台となっている公共的な
指針で、次の九つのビジョンで構成されています。
●個人を尊重し、人と人とのつながりを大切にする
●子ども・若者が住みやすいまちをつくり、教育を充実する
●健康で安心して暮らしていける基盤を確かなものにする
●災害に強く、復元力を持つまちをつくる
●環境に配慮したまちをつくる
●地域を支える産業を育み、職住近接が可能なまちにする
●文化・芸術・スポーツの活動をサポート、発信する
●より住みやすく歩いて楽しいまちにする
●ひとりでも多くの区民が区政や公の活動に参加できるようにする


